
議案第７４号 

   令和７年度東郷町一般会計補正予算（第５号） 

 令和７年度東郷町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８５，１８７千円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，７５４，６０６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

  令和７年１１月２７日提出       東郷町長 石 橋 直 季 

 

 







第２表　債務負担行為補正
追　加

事　　項 期　　間 限　度　額

千円

小 学 校 外 国 語 指 導 助 手 配 置 業 務
令和８年度から
令和１０年度まで

８２，１６４

中 学 校 外 国 語 指 導 助 手 配 置 業 務
令和８年度から
令和１０年度まで

４１，０８２
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第３表 地方債補正 
追 加 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

J ア ラ ー ト 

新 型 受 信 機 

入 替 え 事 業 

千 円 

 

３，３００ 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率） 

  政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その

他の場合には起債

年度から据置期間

を含めて３０年度

間以内に元利均等

又は元金均等若し

くは元金不均等の

方法で毎年度１期

又は２期に分けて

償還する。 

  ただし、町財政

その他の都合によ

り据置期間及び償

還期間を短縮し、

若しくは繰上償還

し、又は利息の定

率を高めないで借

り換えることがで

きる。 
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変 更 

起債の目的 
補     正     前 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

諸 輪 小 学 校 

用 地 取 得 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 円 

 

８，８００ 

 

 

普通貸借 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率） 

  政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その

他の場合には起債

年度から据置期間

を含めて３０年度

間以内に元利均等

又は元金均等若し

くは元金不均等の

方法で毎年度１期

又は２期に分けて

償還する。 

  ただし、町財政

その他の都合によ

り据置期間及び償

還期間を短縮し、

若しくは繰上償還

し、又は利息の定

率を高めないで借

り換えることがで

きる。 
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補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

千 円 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正前に同じ 

 

 

補正前に同じ 

 

 

補正前に同じ 
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議案の概要 

１ 歳入の補正 

⑴ 個人町民税現年課税分の増額等に伴い、町税を８９，０００千円増額する。 

⑵ 減収補填特例交付金の減額に伴い、地方特例交付金を６，９０２千円減額す 

る。 

⑶ 社会福祉費負担金の増額に伴い、分担金及び負担金を２５６千円増額する。 

⑷ 児童福祉費負担金の増額等に伴い、国庫支出金を１３７，１７４千円増額す 

る。 

⑸ 児童福祉費負担金等の増額に伴い、県支出金を９７，７４２千円増額する。 

⑹ 一般寄附金等の増額に伴い、寄附金を３７，９１６千円増額する。 

⑺ 財政調整基金繰入金の増額に伴い、繰入金を３５，５０１千円増額する。 

⑻ 義務教育事業債の減額等に伴い、町債を５，５００千円減額する。 

２ 歳出の補正 

⑴ 物価高騰対応事業費の減額等に伴い、総務費を１８，３１８千円減額する。 

⑵ 民間保育所運営支援事業費等の増額に伴い、民生費を３７５，９５２千円増 

額する。 

⑶ 成人保健予防接種事業費等の増額に伴い、衛生費を１８，１６３千円増額す 

る。 

⑷ ふるさと納税管理事業費の増額に伴い、商工費を１８，０００千円増額する。 

⑸ 小学校維持管理事業費の減額等に伴い、教育費を８，６１０千円減額する。 

 

 

 

 

 

 


